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①施設使用料のお支払いに関するご案内

猪名川町社会教育施設予約システムで3月24日よりキャッシュレ
ス決済（クレジットカード支払い）をご選択いただけるようにな
りました。

なお、クレジットカードでお支払いいただけるのは、オンライン
予約のみです。

窓口で使用料をお支払いいただく場合は従来どおり現金のみのお
手続きとなります。また、オンライン予約であっても現金支払い
をお選びいただけます。
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②キャッシュレス決済（クレジットカード支払い）の方法

使用可能なクレジット以下のとおりです。

【留意事項】

※一度完了した予約について、後から支払方法を変更することはできません。

※複数日同時の予約ができますが、エラー防止のためオンライン決済は5件程度で手続き願います。

※3Dセキュアに未対応のカードでは決済が完了できない場合があります。

※備品使用料や当日の予約追加等は窓口でのお支払い（現金）でお願いします。

※クレジットカード決済で還付が生じる場合、ご利用のクレジットカード会社を通じて返金されます（現金還
付には応じません）。

※クレジットカードの利用明細に支払い・還付等が表示されるまでに何日間か要する場合がございます。

※カードの利用明細には「猪名川町施設利用（イナガワチョウシセツリヨウ）」と表記されます。

※部分還付が生じた際のクレジットカードの利用明細について、例えば3000円支払った後に予約変更等で
2000円を施設から還付する場合、利用者様にはいったん3000円全額が還付された後に、最終支払い額の1000
円が引き落とされたような表記となる場合があります。

・Visa ・Mastercard

・JCB ・American Express

・Diners Club ・DISCOVER
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③オンライン予約でのキャッシュレス決済の進め方について

まずは猪名川町のHPにアクセスします。

ネット検索で「猪名川町HP」と検索して、
検索結果から町HPにアクセスする。

町HPのURL「https://www.town.inagawa.lg.jp/」はこちら

町HPの二次元コードはこちら
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町HPのトップページの下の
方をご覧いただきますと新
システムを開くボタンがあ
ります。

丸部分を押すと、利用者側
のログイン画面になります。
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利用者登録と施設利用申請の手続が済
んでいる場合はログインして予約手続
きができます。

未登録の場合は、「ログイン」横の
「新規登録」を押すと利用者登録に進
みます。
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ログインした最初の画面です。
使いたい施設を探す方法は3種類あります。
①「利用日時」、「利用目的」、「施設タイプ」の
いずれか、或いは複数を選択して施設を検索する。

②施設名で検索する。
（例：視聴覚ホールではなく、中央公民館と検索）

③「猪名川町の施設一覧」から探す。
一番簡単なのは③です。下のほうにあります。

施設名の横に□が二つあります。
使いたい施設は左側の□（家のマーク）を押します。
※右側の□（地図マーク）を押すと施設の場所が地
図で表示されます。
PCでは左が「施設詳細をみる」を押す。
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先ほどの画面で施設を選ぶと、
今度は部屋を選ぶ画面になりま
す。

今回は文化体育館を選んだので、
文化体育館の各部屋が表示され
ています。

使いたい部屋を押してください。
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ここでは大ホールを選択してみ
ました。
青い□の「空き状況を確認」を
押してください。
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使いたい日を選択してください。
◎全区分空き 〇空きあり △空き少ない −予約不可

※利用時間やA面、B面の利用部分は後で選べます。
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一番上の全てのプランは押さないでくださ
い。

丸部分の「団体・個人利用の選択」を押し
てください。
個人利用の場合は「個人・法人利用」を押
します。
団体利用の場合はその操作している人に紐
づく団体が表示されます。

誰の分で予約を取りたいかということなの
で、選択してください。

複数団体に関係している個人はこのよ
うに２段書きで出ます。
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前のページの続きです。
利用時間が表示されますので選んでください。白
い部分が選べる時間です。

※面割がある施設は、「利用範囲」という項目で
「全面、A面、B面」などを選べます。

利用時間は１時間単位でしか申し込めません。
１５分単位で選択できてしまいますが、手続きが
進まないようになっています。

利用時間を入力後、「プラン一覧」（基本的には
自動計算の１種類のみが表示）を押す。

そのあと、青色に変わった「この内容で予約に進
む」を押す。
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新しい次の画面に変わりました。

利用人数を入力します。

利用目的を選択します（該当がない場合はその他を選
択し、自由記入「利用目的の詳細」に記載してくださ
い）。

営利目的かどうかの質問に答えてください。（チェッ
クを入れてください）

※文化体育館で１０００円未満、あるいは１０００円
以上の入場料徴収を行う場合は、営利目的を選択し、
利用目的詳細に徴収予定金額を記載してください。
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先ほどの画面の続きです。

すべて入力すると合計金額が出ま
す。
問題なければ「次へ進む」を押し
ます。
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支払い方法の選択段階ですが「現地での決済（現金）」か「クレジッ
トカード/デビットカード」を選びます。

現地での決済を選んだ場合は「次へ進む」を押
して、次のページに進んでください。

「クレジットカード/デ
ビットカード」を選んだ
場合は初回のみカード情
報の入力が必要です。
入力が完了したら「次へ
進む」を押してください。

クレジットカード登録後
の画面を17ページに掲載
しておりますので参考に
してください。
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さっきの画面の続きです。

最後に利用規約、キャンセルポリシーの同意画面になります。

同意を押したら次の「予約を実行します」を押します。

押した後に確定が表示されます。

オンライン決済を含めた予約操作は以上です。

団体・個人ともに予約完了のメールが届きます。→
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クレジットカード登録後について（削除・追加）
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カードは複数枚登録可能です。

クレジットカードは登録した当事
者のみ利用可能です。

例えば団体に代表者、副代表、予
約担当者の3人が紐づいている場
合で、代表者のみがクレジット
カードを登録している場合、ほか
の2人が代表者のクレジットカー
ドを使用することはできません。

予約手続きを行う当事者ごとに必
要に応じて登録してください。
なお、予約状況については団体に
紐づく個人全員が予約内容に限っ
て確認ができるよう機能追加され
ています。



クレジットカード払い後の施設利用方法
について
現地決済（現金払い）の場合は、使用料を払った後に使用許可書
を受け取り、当日にこれをお持ちいただくルールになっています
が、クレジットカードにより使用料を払われた場合は、施設ごと
に許可書の提示方法が異なります。

必ずご利用になる施設のルールに従ってください。

（目次を参考に施設ごとのルールを確認してください）
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（1）クレジットカード払い後の施設利用方法について

文化体育館・つつじが丘多目的広場・中央公民館・日生公民館・
ふるさと館・六瀬総合センターの場合

（減免団体は特別な手続きがあります）

システムの最初のページの右上の三本線を押し、「予約一覧」を押してく
ださい。パソコンの場合は右上の「予約一覧」を押してください。

↑スマホの画面 ↑パソコンの画面 19



予約一覧を押すと下記のような画面となります。

「使用許可書を表示する」または「領収書を表示する」を押してください。

（キャッシュレス決済の利用者にしか表示されません）
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先ほどのページで示したボタンを押すと、
左のような使用許可書が表示されます。

この許可書をいずれかの方法で施設の窓口
で提示してください。
①スマートフォン等の画面に表示された許
可書を提示する。

②自宅で印刷して利用日当日に窓口で提示
する。

上記が難しい場合は、事前に施設窓口で書
類印刷を依頼し、そこで受け取った許可書
を当日お持ちになって窓口で提示してくだ
さい。
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減免団体について
• 減免団体（10割・5割）はオンライン決裁後、原則利用日の３
日前までに「社会教育関係団体登録承認書」を提示のうえ、窓
口で許可書の交付を受けなければなりません。

• 10割減免の団体は予約キャンセル時に発行された許可書を施設
に返却しなければなりません。
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（社会教育関係団体登録承認書）



（2）クレジットカード払い後の施設利用方法について

B＆G海洋センターの場合

（減免団体は同じ手続きです）

システムの最初のページの右上の三本線を押し、「予約一覧」を押してく
ださい。パソコンの場合は右上の「予約一覧」を押してください。

↑スマホの画面 ↑パソコンの画面
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予約一覧を押すと下記のような画面となります。
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「使用許可書を表示する」または「領収書を表示する」を押してください。

（キャッシュレス決済の利用者にしか表示されません）



先ほどのページで示したボタンを押すと、左の
ような使用許可書が表示されます。

この許可書をいずれかの方法で施設の窓口で提
示してください。
①スマートフォン等の画面に表示された許
可書を提示する。

②自宅で印刷して利用日当日に窓口で提示
する。

減免団体も同様の手続とします。
※不正防止のため施設使用中に社会教育関係団
体登録承認書の提示を求めることがあります。
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（社会教育関係団体登録承認書）



クレジットカード払い後の施設利用方法について

スポーツセンター・うぐいす池公園と登り尾公園テニスコートの場合
（減免団体は同じ手続きです）
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クレジットカード払いが完了した場合、当日はそのまま施設をご利用
いただけます。
使用許可書兼領収書の発行を希望する場合は窓口に予約概要を申し伝
えてください。
減免団体についても同様ですが、不正防止のため施設使用中に社会教
育関係団体登録承認書の提示を求めることがあります。

（社会教育関係団体登録承認書）



クレジットカード払い後の施設利用方法について

静思館の場合

オンライン手続き後、必ず窓口（猪名川町教育委員会教育振興課社会教育室）に来
庁し、利用日の３日前までに使用許可書兼領収書の発行を依頼してください。

当日は交付された使用許可書を携帯し、施設をご利用ください。

なお、減免団体は窓口で書類発行を依頼する際に「社会教育関係団体登録承認書」
を提示してください。

10割減免の団体は予約キャンセル時に発行された許可書を施設に返却しなければな
りません。

（社会教育関係団体登録承認書）



クレジットカード払い後の施設利用方法について

学校（小学校6校、中学校2校）の場合

（減免団体も同様の手続きです）
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クレジットカード払いが完了した団体で、利用する施設の鍵をお持ちの場
合は、当日はそのまま施設をご利用いただけます。
鍵をお持ちではない場合は、事前に利用する施設に鍵借用の調整をお願い
します。
使用許可書兼領収書の発行を希望する場合は窓口に予約概要を申し伝えて
ください。
減免団体についても同様ですが、不正防止のため施設使用中に社会教育関
係団体登録承認書の提示を求めることがあります。

（社会教育関係団体登録承認書）


